
フランスにおける住民投票制度改革

35

1．はじめに

フランスの地方公共団体の一番基礎的なものは市町

村である。これは住民数のきわめて少ない農村地帯の

市町村から住民の集住する都市部の市町村までを組織

として一律に扱う。その結果、住民数の違いという現

実と全国一律の市町村制度の不整合が生じている。そ

の程度をやわらげようとして市町村の合併、市町村の

事務の組合化、市町村の共同体化が行なわれている。

それと同時に広域化した市町村や多元化した地方公共

団体における権限の行使のあり方に注意が払われてき

ている。市町村では市町村議会による代表民主制が長

らく尊重されてきたが、近年に至って直接民主主義的

な制度が加えられてきている。

2003年にはフランス第五共和制憲法が改正され、不

可分の共和国原理を定める第１条に地方分権原理が追

加された。第12章の地方公共団体の諸規定も大幅に修

正されヨーロッパ法上の分権の方向性を示す補完性原

理やその中核といわれる近接性原理が憲法上の原理へ

と格上げされている
1)

。この一環でフランス本土の地方

公共団体と旧植民地の地方団体との別異の取り扱いも

なされてきている。

本稿はヨーロッパ地方自治憲章の影響を受けながら

国と地方（州、県、市町村）に分権化されつつあるフ

ランスの地方制度改革
2)

の中で個人に一番近いレベルの

市町村における住民自治をめぐる改革に焦点を合わせ

る。その検討にあたっては憲法改正論に言及しつつも

具体化された法的な仕組みを中心に取り上げる。各種

法律の住民参加の枠組みに関する部分の制定や改正の

動きを追うことにより地方公共団体の改革にあらわれ

た憲法理論を垣間見ることができるし、諸理論の対抗

関係をうかがうことができるからである。この比較法

的検討は改革の矢面に晒されているわが国の地方制度

改革のあり方の考察につながろう。

以下では、まず市町村において間接民主主義が制度

化されていることを確認し、それにもかかわらず直接

民主主義的な制度の導入が要求されることを明らかに

する。その上で、憲法改正前の間接民主制と親和的な
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された選挙を通ることで当選者は全住民を代表し、現

実にまとめることのできる議員になることが期待され

ている。

そのほか議員の人数に関しても現実との折り合いが

なされている。あえて指摘するまでもなく住民数が増

えるにしたがい議員数も段階的に増えるように法定さ

れている。しかし議員割合は住民数の増え方と正比例

しつづけるわけにはいかない。徐々に低くなるように

設定されている。この漸減性からとくに大都市におけ

る場合の直接民主主義の正当性が主張されることに

なる。

同様に小規模の市町村の場合も別の意味で直接民主

主義の手法の正当化されることがある。たとえば人口

2,500人未満の市町村の代表者は19人に法定され、人

口3,500人未満の市町村でも代表者は23人である。住

民100人強に代表者１人弱という割合である。この程

度の割合だと代表者と被代表者の日常的な接触度は相

当に高く事実として命令委任の関係の生じることが予

想される。つまりこの事実上の命令委任の延長線上で

代表者の側から直接民主主義的手法の活用が提案され

ることがあろう。

これは他の機関への圧力として民意を用いる点で権

力分立的な手法であるが、代表者が地域住民の支持を

再確認する点で直接民主主義的手法である。またこれ

は手法であるだけに他の機関によっても用いられる。

たとえば国家の相対化が進む中で政府が地方公共団体

の存立自体を問うようなテーマに関して関係住民の同

意を得るために直接民主主義的な手法を利用しようと

することもあろう。

また市町村行政は市町村長のもとに責任が一元化さ

れているにもかかわらず、市町村長は市町村議会にお

ける議員の互選によっている。したがって市町村長は

住民との関係がその権限の大きさほどには直接的でな

い。ここから市町村長の権限行使にあたり地域行政の

民主的手続きとして住民の意見を徴収する手法が要請

されもしよう。

以上のように市町村においては代表民主制が基本で

あるが直接民主主義の導入が許容または要請される面

も少なからずあろう。そこで次にこの直接民主主義的

制度についてみていこう。

3．市町村における住民投票制度

上述のように代表論だけでは現実の多様な社会に対

応しかねるのだが、そもそも前掲の憲法第72条は公選

による議会以外の機関の自由行政を全面的に禁止する

趣旨なのだろうか。この点については先に一瞥した通

り地方公共団体の行政主体性が強調されることにより

行政官による地方行政が説かれてきた
6)

。憲法第３条１

項が「国の主権は国民に属し、国民は、その代表者に

より、また、国民投票の方法により、主権を行使する」

と規定していることの後者に関する反対解釈として、

地方の行政は代表制を採用し住民投票の方法をとって

いないとも考えられてきた
7)

。その反面として、市町村

議会の議決権を侵害しない諮問的な住民投票ならば伝

統的な代表制論と両立すると考えられてきた。その前

提のもとで1980年代には伝統的な地方制度の大変革が

なされ、1990年代以降には住民投票に関する法律も制

定されていった。その代表的なものを以下にみていこう
8)

。

3.1 1992年の法律による改革

1992年2月6日の共和国地方行政に関する指針法律
9)

は

憲法第72条３項の自由行政の原理を明確にした。その

冒頭の規定によれば「市町村の住民は、市町村の事務

について知らされ、かつ、市町村の関係する決定につ

いて諮問を受ける権利を持つ。それは、地方公共団体

の自由な行政と不可分であり、地域の民主主義の基本

的な原理である
10)

」。

ここでは憲法上の自由行政の原理は市町村住民の権

利とくに諮問を受ける権利と不可分であり、それが

1992年の法律のかかげる地域の民主主義の基本原理で

あることを明確にしている。この法律は住民に諮問を

受ける権利のあることを明らかにし諮問的住民投票の

手続きを定めた。その結果、従来、事実上のものとして

行われてきた投票慣行は違法化された。まずこのこと

に注意を向ける必要があろう。その上でその反面とし

て認められた諮問的住民投票の手続きをみてみよう。

第一は有権者についてである。法律は住民投票に参

加する者の資格を明確にした。すなわち選挙人名簿に

登載された市町村の選挙人である。投票権者を選挙人

に限定したことにより住民投票を選挙類似のものと位

置づけたことになる。この点は間接民主主義の選挙の

諮問的住民投票制度をめぐる改革に触れ、つづいて憲

法改正後の諮問的住民投票制度に関する改革におよ

ぶ。その後に市町村における半直接民主制ともとれる

仕組みの整備に言及する。その折には住民投票の法的

効力、主体、分権論に注目する。最後にこれまでみて

きたフランスの住民投票制度改革と比べるかたちでわ

が国の地方制度改革を振りかえってみる。

2．市町村における代表民主制

フランス第五共和制憲法の第12章は「地方公共団体」

である。その冒頭第72条の第３項によれば「地方公共

団体は、法律の定める要件にしたがい、公選にもとづ

く議会により自由に行政をおこない、また、その権限

を行使するため命令制定権を有する」。この規定から

行政主体としての地方公共団体の１つである市町村は

法律により権限を付与され、それを代表民主制にもと

づき運営すると考えられてきた
3)

。各市町村には議会が

設けられ、その議員は住民から直接に公選される。市

町村レベルで選挙にもとづく代表者は市町村議会議員

だけである。

当然ながら人は自由に自己の居住する地域を選択す

る。そのため人口の集中する地域とそうでない地域が

生じる。その地域を空間的に行政区画として一律に市

町村化し、住民数ごとに区切っている。フランスの９

割以上を占める市町村は人口が3,500人未満の小規模

なものであり、この規模を超える市町村は若干数に限

られている。結果としてわずかな大都市で総人口の約

３分の２を吸収することになっている。こうした一市

町村の住民数の多少は個人の居住移転の自由の保障の

結果でありとくに問題はないが、その居住地が参政権

を行使する際の選挙区画として活用されている点に注

目すれば一票の格差等の選挙権の平等に関する問題と

関係してくる。地理的区画を前提とする制度について

はとくに参政権の保障の観点から考察することが肝要

であろう。

選挙権の保障の観点からは住民のうち一定の要件を

備える者だけが市町村選挙に参加する資格を与えられ

ていることが目につこう。選挙人の要件は普通選挙制

を採用しているのでそれと両立しうると考えられてい

る年齢に達していることや当該市町村における居住期

間の充足等である。国籍に関する例外としてフランス

に居住するＥＵ市民もフランスの市町村選挙での投票

権を有する。こうした追加があるにせよ市町村住民の

全員が選挙人であるわけではない。いわゆる普通選挙

制は厳密な意味では全住民を対象とするわけではない

ことが確認される。ここに普通選挙の制度的な限界が

ある。そして政治的表現の自由や請願権の保障のほ

か直接民主主義的な参加の権利の正当化される面が

ある
4)

。

通例、この問題を法的にクリアするために代表論が

展開され、その制度化がはかられる。すなわち市町村

の代表者は法的には選挙権を持たない者をも含む全住

民を代表する。しかしこの代表概念だけで多人種の混

住する事態に現実に対処することは難しい。そのため

代表の具体化にあたっては別の視点を取り入れること

になる。

たとえば人口規模別の多様な選挙制度の採用で

ある
5)

。人口2,500人未満の市町村では個人の立候補を

認める非拘束名簿式２回投票制で代表者を選出する。

そもそも少人数の市町村である上に個人の立候補を認

める選挙制度から、選挙人は顔なじみの立候補者に投

票する可能性の高いことが推量される。また人口

3,500人未満の市町村で採用されている選挙方法は個

人の立候補を認めない非拘束名簿式２回投票制であ

る。個人の立候補を認めない点で単独の突出した候補

者の出づらくなる面はあるが、２回投票制ゆえにやは

り多くの選挙人の知っている候補者が当選しやすくな

ろう。選挙人は２回目の投票時に１回目の投票結果を

見ながら再考できるからである。その上、選挙人が候

補者名簿上で候補者の順位を自由に変更できることも

この傾向を強めることになろう。それに対し人口

3,500人以上の規模の市町村は拘束名簿式２回投票比

例代表併用制が採られている。ここでは政党を媒介と

して全選挙人の意見をできるだけ正確に議員数に反映

させようとする比例代表制が加味されているが、基本

的には多数代表である。最多票を獲得した名簿が優先

される計算方法もとられているため、多くの票を獲得

した政党がより一層のこと主導権をとりやすくなって

いる。パリ、マルセイユ、リヨンの３大都市で比例代

表制を併用しない多数代表制が採用されているのも同

趣旨である。このような市町村の人口規模別に制度化
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れている。これは住民の投票による意思表明とアソシ

アシオン
18)

の活動とを区別するためであろう。この法律

は住民の資格で参加する規定と選挙人としての資格で

参加する規定を明確に分けた。前者の活動場面として

市町村の内部を近隣住区に分け、そこに近隣住区評議

会を設置することを認めている。選挙人以外の住民に

はその評議会への参加の可能性を開くことで終わって

いる
19)

。

同様に投票の実施区域に関係し、パリ、マルセイユ、

リヨンの３大都市で敷かれている区においても選挙人

の５分の１の連署にもとづき住民投票の発案のできる

ような変更が試みられた。しかしこの提案も否決され

ている。これは区の性質が市町村とは異なることを前

提とした結論である。この法律は近隣住区を設けてそ

こに評議会を設置した点からも地方公共団体としての

市町村をその内部の区や近隣住区から明確に分けてい

る。この点、市町村議会に住民発案を否決する権限が

認められていることを考えると、発案権者の限定を論

理的に説明することは難しいだろう。

この法律は国民議会、元老院での審議過程で地方自

治に関するさまざまな論点が追加され妥協が重ねられ

て成立した。立法機関内で合意に達していたことから

憲法院には付託されていない。そのため市町村におけ

る代表民主制と直接民主主義的な制度との関係に関す

る憲法院の判断は示されていない。

3.4 2004年の法律による改革

2000年にまとめられた「地方の公共活動の再編」い

わゆるモーロワ報告と「地域的共和国のために－多様

性の中の単一性」いわゆるメルシエ報告を下敷きにし

て2004年の法律が制定された。この地方の自由および

責任に関する2004年8月13日の法律 は1990年代に進め

られてきた地方分権改革をまとめるものであり全10章

からなる。その第７章「地方の決定への選挙人の参加

および地方の政策の評価」と第８章「市町村および市

町村間協力公施設」はこれまでの地域における民主主

義のあり方に変更を加えた。その住民投票に関する規

定についてみてみよう。

第一に法的効力に注目すると、この法律は法的な決

定権のない諮問的投票を規定している。住民投票の実

施が任意であることを定めるのみならず、その結果も

諮問的な意見であることを確認している。住民投票で

有権者が議決案または決定案を承認するかしないかを

表明した後、当該公共団体の権限ある機関はそれに関

する議決または決定を行う。

このようにこの法律の定める住民投票は1990年代以

来進められてきた代表民主制と両立する諮問的なもの

である。この諮問的住民投票制度は前年に改正された

分権的な国家をめざす憲法の下で整えられたことに留

意する必要があろう。この法律に関する合憲性審査を

した憲法院は１か条を違憲とし他に付託された13か条

を合憲とした
20)

。憲法院は職権で違憲の可能性のある規

定を審査することができるため、とくに触れない規定

については改正憲法の規定と合致していることを認め

たことになる。とはいえ、この法律で定められた投票

制度は憲法の予定した決定権をもつものではなく諮問

的なものであり、しかも憲法が明文で要求する組織法

律ではなく普通法律で定められたものである。そうす

ると、この投票制度は改憲後の憲法の規定を具体化し

たものというよりも改憲前の憲法の原理がまだ生きて

いてその規定を補強したものとみる方が適当であろ

う。この見地からすると、この住民投票制度には従来

の単一性国家における地方の自由行政の原理を前提と

した住民投票制度との連続性を見出すことの方が妥当

であろう
21)

。

またこの法律は市町村の合併に関する諮問的な住民

投票制度を整備した。1971年の市町村合併に関する住

民投票は現実にはあまり行われなかったにせよ法的に

は決定権をもっていた。そのこととの関係でこの整備

は意味を持っている。1971年の法律は市町村議会の議

決を拘束する住民投票を定めていたため従来から違憲

の疑いがもたれていたからである。この疑いを払拭し

住民の意思決定を代表民主制と調和させる必要があっ

た。そのためそれを諮問的なものに改めたと解するこ

とになろう。

第二に投票実施区域に注目すると、地方公共団体の

すべてで住民投票を実施できることが認められた。す

なわち市町村のみならず県や州でも行われる可能性が

ある。また市町村間協力公施設でも行われる。この拡

大は諮問的住民投票であることを強調すれば国民主権

論の立場から説明することが可能であろうし、また行

政手続きの民主化の一環として捉えることもできよ

論理と直接民主主義の流れをくむ住民投票の論理が必

ずしも同一ではないことに留意すべきであろう。それ

をあえて同列に並べたのは主権論がらみの問題の重要

性を喚起したということであろう。

第二に住民投票の結果に関する法的効力はどのよう

に定められたか。投票結果は法的効力をもたない。諮

問であることを明確にするため市町村議会は投票の後

に「諮問の結果の観点から」議決する。この諮問性の

ゆえに住民投票は単一国家における地方行政に関する

代表制と両立すると考えられている。

第三に議題に関してはどうであろうか。市町村長ま

たは市町村議会の権限に属する事務が住民投票にかけ

られる。ここで自由行政の原理にいう市町村の事務に

ついて確認しておこう。地方行政一般法典は市町村議

会が市町村の事務を議決すると規定し、市町村の事務

に関する明確な定義を置いていない。法律による規定

しだいで大きく異なることになる。通例、市町村議会

が当該市町村の区域内で発生している問題や当該住民

の要求をくみとることにより具体的な内容を定めてい

る。しかしそれは行政裁判所の事後的な統制を受ける

ため法律の範囲内であることが厳守されている。各種

法律で市町村議会の権限であると定められているのは

次の３つの事項である。すなわち予算の作成、社会経

済領域への介入、管轄区域の整備である。また市町村

長は国家の名において一定権限を行使することもある

が、市町村の名においても３つの権限を行使する。す

なわち市町村議会の議案を提出したり議決を執行した

りすること、行政契約の締結など市町村議会の委任し

たこと、そのほか市町村警察や都市計画などの行政庁

としての権限を有する。これらの市町村議会や市町村

長の権限にかかわる住民投票を実施する旨の議決は内

部的手続き行為ではなく行政行為であり越権訴訟の対

象となる。それゆえ住民投票を行う前のそれを実施す

る旨の議決が行政裁判所による法的統制に服する。こ

こで住民投票の議題を含む全体の合法性を確保するこ

とになる。コンセイユ・デタの判例によれば、この諮

問的住民投票の議題は市町村の権限に含まれる全問題

に関してなされるが、それが地方の利益と離れ国の政

策とかかわるもの、たとえば外国人対策
11)

、国道の建設
12)

、

公共住宅の割り当て
13)

に関するものは除かれる。

このような住民投票に関する規定を含む1992年の法

律は憲法院による合憲性審査を受ける機会がなかっ

た。それゆえ憲法院による合憲性が保障されているわ

けではない。しかし当該法律を修正した1995年の法律

は憲法院の審査を受けた結果、違憲とは宣言されなか

った。このことから当該法律の定めた住民投票の規定

の憲法適合性も推定されていよう。

3.2 1995年の法律による改革

1995年2月4日の地域整備開発に関する法律
14)

は上記

1992年の改革を主に次の二点で補足した。

第一は住民投票の発案権者である。選挙人名簿に登

載された選挙人の５分の１の連署があれば住民側から

投票の実施を求めることのできる旨が定められた。も

っとも有権者が住民投票を請求した場合、市町村議会

は必ず実施しなければならないというわけではない
15)

。

市町村議会には住民の投票に付すかどうかを議決する

権限がある。この点で代表制が維持されている。

第二は投票を実施する区域である。複数の市町村に

またがる市町村間協力公施設において整備計画の分野

での公施設の権限に属する問題について住民の投票に

付すことのできる旨が定められた。複数の市町村によ

って構成される市町村間協力公施設でも投票に訴える

ことが可能となったことにより、住民投票が必ずしも

狭小な地域の問題に限定されることがなくなった。後

述の2004年の改革はこの延長線上にあろう。

この1995年の法律は、憲法院に付託されているが違

憲と宣言された規定はなかった
16)

。このことから諮問的

住民投票のみならずそこにおける住民の直接請求権も

代表民主制と両立すると判断されていたことがうかが

える。

3.3 2002年の法律による改革

先に触れた1992年の法律で明記された地域の民主主

義をより詳細にする近隣の民主主義に関する法律
17)

が

2002年2月27日に制定された。法案の提出理由の主な

ものは地域の民主主義を活性化することと市民と議決

機関との距離を縮めることであった。その中で住民投

票についても議論された部分があるので、それをみて

おこう。

まず有権者についてであるが、住民投票に参加する

者を選挙人から住民に変更しようとした提案は否決さ
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判所に提訴することにより議決の事後統制をする。行

政裁判所の事後的コントロールは直接民主主義の観点

からは住民投票が国民投票と異なること、つまり人民

主権論には立たないことを明確に示すものとなる。し

かしそれは権力分立の観点からは従来から進められて

きている国と地方の分権化の流れに沿うものである。

したがって住民が決定権をもつという場合の決定権の

法的性質の変化に注視することが重要であろう。

第二に有権者に注目すると、投票権を有するのは選

挙人である。つまり選挙人になれるフランス国民が地

方の住民投票に参加できる。そして市町村選挙に参加

できる選挙人名簿に登録されたＥＵ加盟国国民も市町

村の実施する投票に参加できる。この投票結果が法的

効力を持つことに注目すれば、それは選挙と同様に考

えられる面があるし、投票が直接民主制に属するもの

であることを重視すれば、それは選挙以上のものと捉

えることもできよう。それだからこそＥＵ市民に市町

村における住民投票に参加する権利が明文で認められ

ている。その結果として県および州で実施される住民

投票に参加できるのはフランス国籍を有する選挙人の

みとなる。ＥＵ条約の保障するＥＵ市民権と直接に関

連のない地方公共団体に関してはかろうじて国民によ

る主権保持の原理が継続している。

第三に住民投票にかけることのできる議案について

は、地方公共団体の権限に属する事務で地方議会が議

決するもののほか地方公共団体の執行機関が地方の代

表として行う事務も含まれる。但し、行政行為に関し

ては住民による直接投票ではなくその代表者により選

出された執行機関が行う。行政行為は個人の権利利益

を侵害する可能性がありすでに対審手続きや理由付記

等の特別な手続きが用意されているのでその人権保障

の手続きを優先することは適切であろう。

2003年に法定された住民投票制度について評釈をし

たデルヴォルヴェは、将来、この決定権のある住民投

票が行われるだろうかと自問し、２点から否定的に答

えている
29)

。理由の一つはこの住民投票が選挙並みに多

い種々の規制で縛られていることである
30)

。投票結果に

法的効力を認める代償として選挙並みの厳格性を求め

るのは理由のないことではないが、住民投票は選挙の

ように定期的に行われるわけではないことを想起すれ

ば、同様の視点からの規制で縛る必要性は乏しいであ

ろう。いま一つの理由は2003年の２つの諮問的住民投

票の失敗である。2003年秋冬にかけてコルシカ島
31)

とア

ンティーユ諸島
32)

で住民投票が行われた。この２つとも

諮問的投票であり法的効力のあるものではないのだ

が、政治的効果を見せつける結果となった。つまり住

民の多数が反対を表明したため政府が主導してきた地

方分権改革は頓挫してしまったのである。これらの改

革を押し進めてきた政府への信頼性も地に落ちてしま

った。これを教訓にして地方議員はこの一種の信任投

票に近い意味をもちうる手段に訴えることを控えるで

あろうと予測する。この予想がなかば崩れなかば的を

射るかたちとなって現れたのが次にみる事例である。

4.2 法的効力のある住民投票の試み

以下はこの住民投票を最初に実施しようとした事例

である。

2005年、パリ北部に位置するセーヌ・サン・ドゥニ

県の主要都市サン・ドゥニでは市長が当市の外国人住

民に関して住民投票を行うことを市議会に提案した。

それを受けて同年12月15日、市議会は住民投票を実施

する旨の議決をした。質問内容は「あなたは、地方選

挙への外国人居住者の選挙権および被選挙権の承認に

賛成しますか」というものであり、この質問に「はい」

または「いいえ」で答えるものとした。投票実施日は

翌2006年3月26日と決まった。そこで同年12月19日に

は特別の選挙人名簿も作成し、そこに外国人住民も登

載した。

他方、セーヌ・サン・ドゥニ県知事はサン・ドゥニ市議

会のこの議決は法律違反の疑いがあると判断しその執

行停止と違法の判決を求めて行政裁判所に提訴した。

2006年1月13日、セルジ・ポントワーズ行政裁判所

は市議会の議決の執行を停止する決定を出し、その理

由を次の２点に求めた
33)

。まず地方公共団体一般法典

L.O.1112-1条にもとづき住民投票に付すことのできる

議題は市町村の権限に属する事務であるという点およ

び同L.O.1112-11条にもとづき参加できる者はフラン

ス国籍を有する選挙人に限定されている点をあげた。

次に執行を停止しても基本的自由および人権を保障し

ているヨーロッパ憲章の違反にはならない点をあげた。

そして同裁判所は翌月の2月23日、次の２点を理由

に市議会の議決を違法と判示した
34)

。一つは執行停止理

う。しかし逆に人民主権論の立場から説明することも

できよう。つまりフランスは国政で間接民主制のみな

らず直接民主制も採り入れていることから国政レベル

の投票に参加する者が同じ主権者の資格で地方レベル

の投票にも参加すると捉えることができるからであ

る。ただこの場合には立法で投票に対する効力をあえ

て弱めたという補足説明をつけることになろう。地方

分権とその中における市町村の広域化が視野に入って

いるだけに多様な法的説明が可能になっていよう。

第三に発案権の所在に注目すると、該当する地域に

居住する選挙人が発案権者になっている。但し、その

投票を請求する際の人数に関しては地方公共団体の間

で差が設けられている。市町村および市町村間協力公

施設においては選挙人名簿に登載された５分の１の選

挙人の連署で投票を請求することができるが、他の地

方公共団体においては当該地方公共団体の10分の１の

選挙人の連署による投票請求となっている。これは論

理的区別というよりも住民数の多少を考慮した現実的

判断であろう。

第四に議題に注目すると、選挙人は議会または長が

当該公共団体の権限に属する問題を定めるために行う

議決または決定のすべてについて諮問される。市町村

間協力公施設の住民投票のテーマもこれまでのような

整備分野に限定されることがなくなった。それによっ

て市町村間協力公施設における規則や市町村の再編に

関する規定が住民投票にかけられる可能性が出てき

た。市町村の内部行政に限らず市町村の広域化までを

視野にいれた地方制度改革が住民意思の確認のもとで

進められていくことになる。

以上のように、1992年、1995年、2002年、2004年の

一連の法律は住民投票に関する仕組みを選挙に類似す

るものとして制度化してきた。しかもそれらは代表民

主制と両立する諮問的な効力のものとして整えられて

きた。こうした流れに対して、次章では法的拘束力の

ある住民投票の仕組みをみていこう。

4．市町村における法的拘束力のある住民投票制度

2003年3月28日、フランス第五共和制憲法の17回目

の改正が行われた
22)

。その結果第１条は「共和国の組織

は分権化される」と掲げ、第12章の地方公共団体の規

定も見直された。その冒頭の規定である第72条１項に

よれば「共和国の地方公共団体は、市町村、県、州、

特別の地位を有する公共団体、及び第74条に定められ

た海外公共団体である。その他の地方公共団体は、す

べて法律により、必要な場合には本項に記載された１

ないし複数の地方公共団体に代わるものとして、創設

される」。この規定から地方公共団体は市町村、県、

州という一般の公共団体とその他の公共団体に区分け

された。そして第72－１条３項で諮問的住民投票の制

度
23)

、第72－４条１項および第73条７項で法律への同意

を表明する住民投票の制度
24)

がそれぞれ定められた。ま

た住民の意思決定に法的効力を認める規定も盛り込ま

れた。第72－１条は第１項で請願権を認めた後に第２

項で次のように明示している。「地方公共団体の権限

に属する議決案または決定案は、組織法律の定める要

件にしたがい、地方公共団体の発意にもとづき、当該

地方公共団体の選挙人の投票による決定に付すことが

できる」。以下ではこの決定権をもつ住民投票の制度

化を目指した組織法律をみてみよう。

4.1 2003年の組織法律による改革

憲法が改正されて間もない2003年8月1日、議決機関

を法的に拘束する住民投票に関する組織法律
25)

が制定さ

れた。それにより地方公共団体一般法典の「地方の諸

決定への選挙人の参加」の章の中に「住民投票」とい

う章題が新設され、法的効力のある住民投票の手続き

が書き込まれた。この組織法律は改正憲法との一致が

憲法院判決
26)

により示されているので住民投票に関する

規定も合憲であることが推定されている。この認識の

もとで市町村の住民投票に関する規定をみてみよう
27)

。

第一に法的効力に注目する
28)

。有権者の過半数が投票

しかつ賛成が過半数を獲得した場合、投票に付された

案件は住民によって決定されたものとなる。そしてそ

の法文は議会の議決や市町村長の決定と同じように告

示される。よってこの投票は直接民主主義の流れをく

む。しかしこの決定は行政裁判所の統制に服する。投

票を実施する旨の議会の議決も市町村長の決定もとも

に行政裁判所の審査の対象となる。たとえば決定権の

ある住民投票を実施するための市町村議会の議決が法

律違反の疑いのある場合、それは国家代表、すなわち

県知事によって行政裁判所に付託される。県知事は裁
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し、法的拘束力のある住民投票を認めるに至った。さ

らに2004年の法律は包括的な地方公共団体においても

住民投票の実施を承認した。これらの立法によって地

方公共団体における直接民主主義に対する伝統的な疑

念は少なからず弱められている
36)

。この法制化の点で日

仏を同じような土俵にのせることは可能であろう
37)

。

第二にわが国の住民自治の主体は憲法が「住民」と

いう文言を用いるのみで実際には法律つまり地方自治

法およびそれが参照する公職選挙法によって定められ

ている。それらによれば市町村議会議員の選挙で代表

者を選出する者の資格と他の直接民主主義的な行動を

する者の資格とが同じになっている。フランス流には

市民である。フランスは単一国家観のもとで地方に代

表民主制と調和的な諮問的住民投票を採用したりある

いは分権化されつつある地方の中に直接民主主義的要

素を入れようとしたりしている。そしてこのとき地域

行政に参加する者を選挙人に限定しようとしている。

この点でも日仏に同様の視点がある。もっともわが国

の地方自治法は住民投票の規定を持たず、それはもっ

ぱら条例に基づいて行われている。自主立法権を有す

る地方自治体では住民を代表する地方議会が条例で住

民投票の実施を決めることができるし、未成年者など

選挙人以外の者をも含む住民に投票権を付与すること

もできる。この場合の住民の法的性格はどのようなも

のだろうか。それを考えるにあたり、近年、市町村で

は主として財政面での特典を呼び水に合併が進められ

たことを考慮する必要があろう。住民と役所の距離、

本庁舎と支所の遠隔性がますます明白になってきてい

る市町村は一体のものとしてはすでに政治行政への参

加を主張する個人の活躍する場ではなくなっている。

だからこそＮＰＯやコミュニティーと地域行政との協

働が問題となってきている。これは住民の参加意識を

重視するものではあるが従来の代表民主制を自由化の

流れに沿って補強するものであることに注意を要しよ

う。また都市計画法、中心市街地活性化法、大店立地

法といった通称まちづくり三法
38)

により中心市街地は商

業者や商工会議所など憲法的には経済的自由を主張す

る中間団体の活躍する場となってきている。だからこ

そ住民は市民というより消費者と認識され、まちなか

の暮らしを楽しむ消費者としての経済的自由が重視さ

れている。ここから行政その他の地元密着型の広義の

生産者と消費者の連携を強める経済的発想が強くなり

市町村行政の効率性の観点が前面に押し出されていよ

う。こうした変容
39)

をこうむっている市町村
40)

を前提とす

ると、住民が条例にもとづく投票に参加する場合、そ

の住民は従来型の選挙人と違う主体である可能性があ

る
41)

。フランス流にいえば、どのような市民なのかを再

検討することが肝要であろう
42)

。

第三にフランスでは2003年の憲法改正により拘束力

のある住民投票制度が導入され、同年の組織法律で決

定型の住民投票の仕組みが新設されたほか、2004年の

法律で諮問的住民投票の仕組みも整えられた。これら

の投票権者はすべて市民に揃えられた。ここから住民

投票は諮問的であれ決定的であれ主権論にもとづかせ

る意思が窺える。しかしながら、その主権論がどのよ

うなものかは地方分権とのからみで必ずしも明確では

ない。こうしたフランスの制度整備からは、わが国の

地方自治法の定める住民の直接請求権の位置づけが想

起される。たとえば一定の条例の制定や改廃が有権者

の50分の１以上の連署により請求されると地方公共団

体の長はそれを議会にかけることができる。また2005

年までの時限立法であった市町村合併特例法は議員や

首長のほかに住民の合併協議会設置に関する直接請求

権を認めていた。ここに導入されたのは有権者の50分

の１以上の署名を集めれば市町村長に法定の合併協議

会の設置を請求できる住民発議制度だった。さらに任

意の合併協議会はこの法律に定めがなく住民投票条例

の制定を求める直接請求にもとづいたりした。2005年

からの合併新法においても知事の勧告のもとで住民が

有権者の６分の１以上の署名を集めれば住民投票を請

求することができ、その過半数の賛成で合併協議会が

設置される。こうした法律で認められた住民の直接請

求権は憲法の地方自治の本旨に明文で言及しているわ

けではない。したがってそれらは住民自治を具体化す

る制度として法文上に位置づけられているわけではな

い。ここに住民投票を主権論とからませようとするフ

ランス以上の間隙の生じる余地があろう
43)

。それは次の

こととも関係する。

第四にわが国には市町村合併の問題とともに都道府

県の範囲の拡大の問題もある。包括的地方公共団体で

ある都道府県は従来から経済的にも情報化の進展から

も狭すぎるという批判があり広域化がささやかれてい

由と同じ地方公共団体一般法典L.O.1112-1条である。

しかしいま一つは憲法34条の選挙に関することは法律

によって定めるという規定と同72条の法律の定める要

件にしたがった自由行政の規定であった。

以上の事例をめぐって投票テーマ、主体および効力

に若干の付言をしておこう。

本件は法律で定められた通り、市議会が一定のテー

マについて住民に決定させようとし、県知事が市議会

の議決に関する裁判統制を施そうとした。その点で代

表民主制と調和させるかたちの直接民主制をうまく活

用しようとしたものである。しかし今回、住民投票に

かけようとしたテーマは現代フランスの直面する外国

人問題であった。市長によればサン・ドゥニ市は住民

10万人弱の４分の１がアルジェリア人、ポルトガル人、

モロッコ人といった外国籍者であり、彼らを地域社会

にとけこませることは市の利害に直結するテーマであ

る。とはいえ外国人住民に関することは地域問題に限

定されるわけではなく従前から国の外交政策の一部で

あると考えられてきた。だから先にみた1992年の法律

によって認められた諮問的住民投票のテーマとしても

それは適法でないことがコンセイユ・デタの判例で確

定していた。また外国人が市町村の政治行政に参加で

きるかどうかという問題は選挙権付与をめぐりＥＵ統

合のレベルで一応の決着がついていた。つまりＥＵ市

民の市町村選挙権が明記されたマーストリヒト条約の

批准に際しそれを認める憲法改正が行われた。その改

正憲法第88－3条はフランス国籍者以外ではＥＵ市民

にのみ市町村議会の選挙に参加する権利を認める旨を

明記した。そして2003年の憲法改正でも当該規定を修

正しなかった。このことから現在に至るまで憲法第

88－3条はＥＵ市民以外の外国人住民を市町村選挙か

ら排除する趣旨をもちつづけている。もっともそうし

たコンセイユ・デタの判例や憲法の規定とは無関係に

現実レベルではパリ郊外は人種・民族のるつぼと化し

ている。この市町村の大問題への法的配慮も必要とな

ってくる。この配慮から地方行政裁判所は現実に目配

りする一文を違法判決の中に入れている。このことに

注目できよう。というのも憲法第88－3条を厳格に解

釈すればＥＵ市民は住民投票に参加できないことにな

りかねない。この住民投票は選挙と同様に決定権を有

するが、それは直接民主主義の手法であり間接民主主

義の選挙とは論理的には異なるからである。本件裁判

所の審理はこの点を考慮したからこそ住民投票への参

加人の権利や選挙人の資格といった人権論や主権の主

体論には踏み込まなかったのであろう。

本件のその後もみてみよう。この住民投票の実施は

市議会によって議決された。しかしそれは行政裁判所

から停止を命じられ違法であると判示された。住民投

票は実施されないはずであった。ところが現実には住

民投票は実施された。有権者の３割強が投票に参加し、

その６割以上が賛成票を投じた。2003年に法定された

決定権をもつ住民投票制度はこのようなかたちで第一

号が実施されようとし、また阻止されようとし、さら

に実施が強行され、結果が公表されている。こういう

市町村直接民主主義をめぐる攻防がある。本件のよう

に実際に市町村の代表者が投票を強行する場合、代表

者に共鳴する住民は現実に投票所に足を向ける。その

人数が多い場合、その投票結果はそれなりの政治的な

意味をもってこよう。こうした状況はプレビシットと

して批判もできようが必ずしもそれに尽きない
35)

。

5．わが国における改革状況

これまで概観してきたフランスにおける住民投票を

めぐる制度改革のありようから、以下では比較法的な

視点でわが国の状況を振り返ってみよう。

第一にわが国の場合、憲法上、地方自治の本旨が掲

げられ、通例、そこには住民自治の原理が含まれると

解されている。しかも地方政治行政に関して間接民主

制のみならず直接民主主義も相当程度に法制化されて

いると考えられている。ここを始点としフランスの例

を参照するには値しないとみる向きもあろう。フラン

スでは地方公共団体における直接民主主義の法的形態

が長らく展開されてこなかった。国の代表者は地方の

衆愚政治にいたる形態のすべてに疑念を抱いていたか

らである。しかしながら本文でみてきたように1992年

以降の諸法律はそれを諮問的住民投票というかたちで

法的に認める一方、選挙人を有権者とすることにより

それを選挙と同類のもとのと位置づけていった。そし

て2003年の憲法改正と2003年の組織法律により分権化

されたあらゆる地方公共団体の自由な行政に際し、ま

た特別の地位をもつ公共団体や海外制度の創設に際
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諸島つまりマルチニック島とグアドループ島で単一の地

方公共団体の創設の是非を問う住民投票が実施された。

結果は投票率がマルチニック島で44％、グアドループ島

で51％であった。グアドループのサン・マルタンとサ

ン・バルテルミーの２島はグアドループから離脱し憲法

第74条の海外領土に地位を変更したがアンティーユ諸島

全体の改革は停止した。

33）Ordonnance, Tribunal administrative de Cergy-Pontoise, 13

janvier 2006, AJDA, 1er mai 2006, p.873.

34）Jugement, Tribunal administrative de Cergy-Pontoise, 23

février 2006, op.cit.（30）.

35）サン・ドゥニ市はウェッブ上に違法判決の後も堂々と住民

投票の経過や結果を載せつづけている。V. http://www.ville-

saint-denis.fr

36）もっとも国末憲人『ポピュリズムに蝕まれるフランス』

草思社（2005年）、薬師院仁志『日本とフランス二つの

民主主義－不平等か、不自由か』光文社（2006年）は、

直接民主主義に対する警戒の方を強調している。

37）自治・分権ジャーナリストの会編著『フランスの地方分

権改革』日本評論社（2005年）207頁はフランスの地方

分権改革は日本より10年以上先を行っているという印象

が強いとする。

38）まちづくり３法とは都市計画法、中心市街地における市

街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関す

る法律、大規模小売店舗立地法を指すが、地方都市を中

心に中心地の空洞化が深刻化していることから、都市計

画法は2006年5月31日に、中心市街地活性化法は同年6月

7日にそれぞれ改正された。従来、商業振興に偏りがち

であったことが反省され地権者を含めた地域住民の主体

的参画が期待されている。

39）晴山一穂『行政法の変容と行政の公共性』法律文化社

（2004年）は、1990年代以降の分権改革を「自治論ない

し分権論の新自由主義的歪曲」の観点から考察する。

40）最高裁大法廷1963年3月27日判決（刑集17巻2号121頁）

は憲法上の地方公共団体を「事実上住民が経済的文化的

に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているとい

う社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行

政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、

自主財政権等地方自治の基本的権能を付与された地域団

体」とした。

41）磯野弥生「まちづくりにおける主体」芝池義一・小早川

光郎・宇賀克也編著『行政法の争点（第三版）』有斐閣

（2004年）225頁は、まちづくりの主体に関する解釈論を

深めるほか、訴訟対策として立法的解決を提言している。

42）辻村みよ子『市民主権の可能性』有信堂（2002年）280

頁は「選挙権の資格と一致することが原則となろう」と

含みを持たせている。糠塚康江「コミュニティーと『自

治』－政治空間の重層性と補完性の原理－」憲法理論研

究会編『憲法と自治』敬文堂（2003年）、糠塚康江「コ

ミュニティー・自治・公共」関東学院法学13巻1号

（2003年）参照。

43）大津浩「地方自治・地方分権」全国憲法研究会編『憲法

改正問題』日本評論社（2005年）187頁は、現行憲法の

主権原理を人民主権として捉えることを勧め、大津浩

「『三位一体改革』と『分権型国家』の憲法論」法律時報

78巻6号（2006年）51頁は、グローバル化する企業・テ

クノクラート・マスメディア・知識エリートらの支配を

制度化した国家および国際機関主導型管理システムから

個人と生活空間を開放する戦略をもつ21世紀型の社会と

国家のあり方の模索の必要性に共鳴している。

44）岡田信弘「『地方自治の本旨』の再定位」高見勝利・岡

田信弘・常本照樹編著『日本国憲法解釈の再検討』有斐

閣（2004年）、松永邦男「地方自治特別法について－憲

法95条は機能しているか」都市問題96巻5号（2005年）

参照。

45）宮蒼伸光「日本国憲法第95条の政治的意義－地方自治特

別法の再生のために－」法学新法100巻5・6号（1994年）

は、都道府県の配置分合に関する法律が地方自治特別法

に該当するとする説と該当しないとする説を整理解説し

ている。

46）第27次地方制度調査会の答申は広域自治体について都道

府県合併と道州制の導入の２つの方向を提示したが、前

者に関して地方自治法の一部を改正する法律（2004年5

月26日法律57号）が制定された。

47）二宮厚美「分権型構造改革から新自由主義的改憲への展

開」法律時報78巻6号（2006年）は、ヨーロッパ地方自

治憲章の補完性原理の考え方と自民党新憲法草案の考え

方を比べ、両者がまったく異なることを指摘している。
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